
診療情報等閲覧・利用（データ持ち出し）許可申請手順（退職者）

データ送付の場合は１患者につき
１,０００円（税抜き）の手数料を徴収する。

小倉医療センター診療記録委員会
2020年7月15日作成

申請者へ通知

診療情報管理室で

閲覧又はデータ送付

申請者へ通知

診療情報係長へ報告

閲覧許可決裁

（診療情報管理士→ 診療情報管理係長→ 診療情報管理室長

→ 診療記録委員長→ 院長）

診療情報管理室へ提出

申請者

許
可

不可


